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新型コロナウイルス感染症の陽性者に対する療養期間等の見直しについて 

 

 

日頃より、新型コロナウイルスの感染予防にご理解ご協力をいただきありが

とうございます。 

厚生労働省より標記に関する通知が発出されました。本件に関して、下記の

とおり取扱いを変更いたしますので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 
 
１ 適用開始日 

令和４年９月７日（水）の時点で陽性であるものから適用となります。 

 

２ 療養期間の変更 

（１）有症状者の療養期間 

  発症日を 0 日として 7 日間が経過し、かつ症状軽快後 24 時間経過

した場合には 8 日目から解除 

  入院している者は従前どおり発症日から 10 日間が経過し、かつ症

状軽快後 72 時間経過した場合に 11 日目から解除 

※ 10 日間を経過するまでは自主的な感染予防行動を徹底 

（２）無症状者の療養期間 

  検体採取日を 0 日として 7 日間を経過した場合には 8 日目から解除 

   ※ 10 日間を経過するまでは自主的な感染予防行動を徹底 

（従来と変更はありません。） 

 

３ 取り扱い 

９月７日（水）時点で陽性であり、１０日間の療養期間となっている場合、 

７日間に短縮となります。（８日目から登園可能となります。） 

 

 


